
広
島
県
告
示
第
千
八
十
六
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

県
立
広
島
病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
係
る
指
定
代
理
納
付
者
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

      

ひ
ろ
ぎ
ん
カ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社 

株
式
会
社
ク
レ
デ
ィ
セ
ゾ
ン 

名 
 
 
 

称 

広
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